
鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内中小企業者が従業員の育児・介護休業等取得を機に業務分担や人員配置な

ど社内体制を見直し、生産性向上を図ることに併せ、新たに従業員を正規雇用することを支援し、

県内中小企業者の働き方改革に係る取組を推進することを目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要領において、「育児・介護休業等」とは、次の（１）から（５）をいう。 

（１）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７

６号）（以下「育児・介護休業法」という。）第２条第１号に規定する育児休業 

（２）配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

が出産する場合であって、その出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子を養育するために取得することができる特別休暇（労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）第３９条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇）である

育児参加休暇 

（３）育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業 

（４）育児・介護休業法第１６条の５に規定する介護休暇 

（５）労働者が、その３歳に満たない子を養育（育児・介護休業法第２３条第１項に規定する育児短

時間勤務）、又は、その要介護状態にある対象家族を介護するため（育児・介護休業法第２３条第

３項に規定する介護短時間勤務）、取得することができる所定労働時間からの短時間勤務 

２ この要綱において「正規雇用する従業員」とは、雇用期間の定めのない雇用者であって、１週間

の所定労働時間が週３０時間以上で同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の１週間所定労

働時間と同程度である者をいう。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、第２条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる補助対象事業（以下「補助

事業」という。）を実施する同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額(仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

(昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計

額をいう。以下同じ。）を除く。）と同表の第４欄に定める額とを比較していずれか低い額以下とす

る。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業

の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 



（補助事業実施計画書の提出） 

第５条 本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号による事業実

施計画書（以下「計画書」という。）及び様式第２号による補助事業収支予算書を提出するものとす

る。 

２ より効果的な計画とするために、計画書の作成にあたっては、社会保険労務士、中小企業診断士

等専門家の助言、又は商工団体、金融機関等の支援を受けるものとする。 

 

（交付申請の時期） 

第６条 本補助金の交付申請は、次の（１）または（２）の前までに行わなければならない。 

（１）従業員が育児・介護休業等を取得しようとする期間の開始日 

（２）新たに正規雇用する従業員の雇用期間の開始日 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

３ 申請者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第４条第２項の規定にかか

わらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含

む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第４条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が

明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とす

る。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第８条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は２号に規定する補助事業以

外のすべての補助事業に係る場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第９条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業に係る本補助金の増額以外の変更

とする。 

２ 第７条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日まで

に行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第２号及び様式第４号によるものとする。 



３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で

明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入

控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超え

る額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実

績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

を超えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える

額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（情報発信への協力） 

第１２条 本補助金で実施した事業については、県内の働き方改革の推進に資するため、業務に支

障のない範囲で県が行う情報提供・発信に協力するものとする。 

 

（雑則） 

第１３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働

部長が別に定める。 

 

    附 則 

この要綱は、平成３０年５月１５日から施行する。 

 



別表（第４条関係） 

１ 補助対象事業 ２ 補助対象事業者 ３ 補助対象経費 ４ 補助金の額及び補助率 ５ 補助対象期間 

次の（１）及び（２）を満た

す事業 

（１）業務分担や人員配置な

ど社内体制を見直し、生産性

を向上しようとする事業 

（２）新たに従業員を正規雇

用する事業 

 

次の（１）及び（２）を満たす事

業者 

（１）県内に事業所を要する中小

企業者（中小企業等経営強化法（平

成１１年法律第１８号）第２条第

１項に規定する中小企業者をい

う。）であること 

（２）従業員が育児・介護休業等

を取得しようとする計画があるこ

と 

新たに正規雇用する従業

員１名に関する次のいず

れかに該当する経費 

（１）社外講師の謝金・旅

費、社外研修への参加費等

の教育に関する経費（教育

に関する経費） 

（２）パソコン、ソフトウ

ェア、机、椅子、ロッカー、

制服等の備品の調達に関

する経費（備品の調達に関

する経費） 

１社あたり上限３０万円 

（補助率１０分の１０） 

交付決定を受けた日から、交

付決定を受けた年度の３月

３１日まで 

 

 



様式第１号（第５条、第６条関係） 

 

 年度鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金事業実施計画書 

 

１ 実施主体の概要 

企業名  

代表者職・氏名  

住所 〒 

 

電話番号  ファクシミリ  

担当者職・氏名  

業種  

従業員数  資本金  

消費税の取扱い ・一般課税事業者  ・簡易課税事業者  ・免税事業者 

 

２ 社内体制の見直し及び生産性向上に係る計画 

（１）社内体制に関すること 

※特に育児・介護休業等を取得しようとする従業員に関する業務について記載すること 

現状と課題： 

 

 

 

 

見直しの計画： 

 

 

 

 

係る計画を立案するにあたって受けた助言・支援等： 

（助言を受けた者・支援内容） 

 

 

 

（その年月日） 

 

 

 

（摘要） 

 

 

 

 

※詳細は資料の添付でも可 



（２）生産性の向上に関すること 

※特に育児・介護休業等を取得しようとする従業員に関する業務について記載すること 

現状と課題： 

 

 

 

 

見直しの計画： 

 

 

 

 

係る計画を立案するにあたって受けた助言・支援等： 

（助言を受けた者・支援内容） 

 

 

 

（その年月日） 

 

 

（摘要） 

 

 

 

 

※詳細は資料の添付でも可 

 

３ 添付書類 

（１） 企業概要 

（２） 交付申請直近１期の決算書 

 

４ 他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 

補助金名 事業内容 問合せ先 

 

 

  

 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 

 ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補 

助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

 



様式第２号（第５条、第６条、第１０条関係） 

 

 年度鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金事業収支予算（決算）書 

 

収  入                                                                （単位；円） 

 

科 目 

 

本年度予算額 本年度決算額 

 

増 減 

     

 

積算基礎 

 

自己資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

    

計     

 

 

 

 

支  出                                                                （単位；円） 

 

科 目 

 

本年度予算額 本年度決算額 

 

増  減 

     

 

算出の基礎 

 

教育に関する経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備品の調達に関

する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計     

   

 



様式第３号（第７条関係） 

                                                          年  月  日 

 

 

 

              様 

 

                                             職氏名                          印 

 

 

        年度鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日  第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県働き

方改革促進体制整備事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則

（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記

のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

１  補助事業 

    本補助金の補助事業の内容は、           とする。 

２  交付決定額等 

    本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

   （１）算定基準額    金         円 

   （２）交付決定額    金         円 

３  経費の配分 

    本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、            

とする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところとする。 

４  交付額の確定 

    本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県働き方改革促進体制整備事業補

助金交付要綱（平成３０年５月１５日付第２０１８０００３１１６７号鳥取県商工労働部長通知。

以下「要綱」という。）第４条第２項及び第６条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の

（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

５  補助規程の遵守 

    本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

 年度鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金事業報告書 

 

１ 実施主体の概要 

企業名  

代表者職・氏名  

住所 〒 

 

電話番号  ファクシミリ  

担当者職・氏名  

業種  

従業員数  資本金  

消費税の取扱い ・一般課税事業者  ・簡易課税事業者 ・免税事業者 

 

２ 社内体制の見直し及び生産性向上に係る結果 

（１）社内体制に関すること 

※特に育児・介護休業等を取得しようとする従業員に関する業務について記載すること 

見直しの計画： 

 

 

 

 

実施した内容： 

 

 

 

 

 

得られた効果・また今後期待できる効果 

 

 

 

 

 

※詳細は資料の添付でも可 



（２）生産性の向上に関すること 

※特に育児・介護休業等を取得しようとする従業員に関する業務について記載すること 

見直しの計画： 

 

 

 

 

実施した内容： 

 

 

 

 

 

得られた効果・また今後期待できる効果 

 

 

 

 

 

※詳細は資料の添付でも可 

 

３ 添付書類 

（１） 育児・介護休業取扱通知書 

（２） 採用通知または雇用契約書等（採用された者が交付要綱第３条第２項で定める「正規雇用する

従業員」であることが確認できるもの） 

（３） 直近１期の決算書（申請時に提出したものと同一の場合は不要） 



様式第５号（第１０条関係） 

年 月 日 

鳥取県知事 様 

 

所在地 

名  称 

代表者名            ○印  

 

 

 年度鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金に係る仕入控除税額確定報告書 

 

鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金交付要綱第１０条第４項の規定に基づき、下記のとおり

報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

（１）補助金の確定額     金        円 

（２）補助対象経費の額    金        円 

 

２ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、交付決定控除税額）               

           金        円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額 

               金        円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２＞０の場合） 

         １（１） 

  （３－２）× 

         １（２） 

金        円 

 

        

（注）別紙として積算内訳、その他参考となる資料を添付すること。 


